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事務総局会議（第6回）議事録

平成30年2月20日 （火）午前10時00分～午前11時06分日時

総局会議室場所

今崎事務総長，中村総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，平田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長，村田家庭局長，徳岡秘書誤長兼広報課

長，佐伯情報政策課長，石井審議官

出席
聿
信

1 平成30年度外国出張計画について

徳岡秘書課長説明（資料第1）

2平成30年度高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長会同

の開催について

中村総務局長説明（資料第2）

3裁判所職員総合研修所事務局分課規程の一部を改正する規程の制定
について

中村総務局長説明（資料第3）

4 「最高裁判所事務総局等の組織について」の一部改正について

中村総務局長説明（資料第4）

5 日本司法支援センターが達成すべき業務運営に関する目標（中期目

標）について

中村総務局長説明（資料第5）

6 日本司法支援センター国選弁護人の事務に関する契約約款等の変更

の認可について

中村総務局長説明（資料第6）

7新裁判官の配置について

中村総務局長説明（資料第7）

8平成30年における最高裁判所第二小法廷に対する裁判事務の分配
について

中村総務局長説明（資料第8）

9民事調停委員， 司法委員等に関する研修会・研究会の開催について

平田民事局長説明（資料第9）

10鑑定委員協議会の開催について

平田民事局長説明（資料第10)

11 家事調停委員，参与員等に関する研修会・研究会の開催について

村田家庭局長説明（資料第11）

議事

、
ｊ
ノ

裁判官会議付議2， 3， 5， 6， 7， 8

了承 1, 4, 9, 10, 11

。
◎

結果

●課長 徳 ｜間秘 言彗
＝ 雁
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平成30年度外国出張計画

魑

国際会議

国連薬物犯罪事務所(UNODC)司法の廉潔性ネット ﾜ－ク会議

【秘書課】(オース トリア，約1週間） 裁判官1人

）

負

Ｉ



需寵壱講料峯延 事務総局会議配布資料

(平成30．． 2． 20総一印）

高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長会同開催

について（案）

主催 最高裁判所

期日 平成30年6月20日 （水）及び21日 （木）

場所 最高裁判所

協議事項 （1） 当面の司法行政上の諸問題について

（2） その他

会同員 高等裁判所長官,地方裁判所長及び家庭裁判所長合計80人

日程
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12：00
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13 :00

13:00
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17 : 00

協議終了後

20日

(水）

最高裁判所長官
挨拶
協議

昼食
休憩

協議 懇談会

9：00
～

12 :00

21日

(木）
事務的協議
(事務連絡）



審誉饒篭料峯ヨ

(平成30． 2． 20総一印）
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裁判所職員総合研修所事務局分課規程の一部を改正する規程の制定について

(配布資料目録）
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裁判所職員総合研修所事務局分課規程の一部を改正する規程

理由

裁判所職員総合研修所事務局分課規程の一部を改正する規程部を改正する規程

１
２
３ 新旧対照条文
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最
高
裁
判
所
規
程
第

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
及
び
一
般
研
修
部
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
三
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

九
研
修
及
び
養
成
に
必
要
な
資
料
の
収
集
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

第
二
条
中
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

第
一
条
中
「
資
料
課
」
を
「
企
画
研
修
第
三
課
」
に
改
め
る
。

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
事
務
局
分
課
規
程
（
平
成
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

七
図
書
の
収
集
、
保
管
、
閲
覧
等
に
関
す
る
事
項

六
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
報
等
の
刊
行
に
関
す
る
事
項

五
研
修
教
材
の
整
備
に
関
す
る
事
項

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
事
務
局
分
課
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

ロ
ー
ワ

（
平
成
三
○

一

●

総
一
印
）
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第
六
条
企
画
研
修
第
三
課
は
、
総
合
研
修
所
規
程
第
一
条
第
一
項
の
一
般
研
修
部
に
お
け
る
研
修
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事

プ
（
》
０

務
及
び
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
に
お
け
る
研
修
に
関
す
る
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

三
研
修
員
の
招
集
に
関
す
る
事
項

七
研
修
に
必
要
な
資
料
の
収
集
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

五
研
修
員
の
規
律
に
関
す
る
事
項

四
研
修
日
程
の
実
施
に
関
す
る
事
項

六
研
修
の
結
果
の
報
告
に
関
す
る
事
項

二
研
修
日
程
の
編
成
に
関
す
る
事
項

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
同
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す

一
研
修
の
企
画
立
案
に
関
す
る
事
項
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1

れ
が
、

｝
」

’
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
事
務
局
の
事
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
そ
の
事
務
分
掌
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ

の 理
由

規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。
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裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
事
務
局
分
課
規
程
（
平
成
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
三
号
）

第
一
条
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
事
務
局
に
、
次
の
五
課
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条
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研
修
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務
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五
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一
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規
程
新
旧
対
照
条
文

新
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傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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八
（
略
）

第
三
条
経
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
削
る
）

一
～
四
（
略
）

第
四
条
企
画
研
修
第
一
課
は
、
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所

規
程
（
平
成
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
。
以
下
「

総
合
研
修
所
規
程
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
の
裁
判

第
二
条
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四
（
略
）

七’
項’ 六｜

’
封

）

第
四
条
企
画
研
修
第
一
課
は
、
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所

第
三
条
経
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
条
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

ヨ
４
～
劃
‐
（
同
上
）

一’ 劃
‐
（
同
上
）

総
合
研
修
所
規
程
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
の
裁
判

規
程
（
平
成
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
。
以
下
「

一
～
四
（
同
上
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

）

’
ず
項
〈
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’
第
六
条

三’ 二’ －I
重’

九’第
一
項
の
一
般
研
修
部
に
お
け
望
里
峅
修
目
凹
関
計
劃
剥
凶
円
周

げ
る
事
務
及
び
裁
判
所
職
昌
滅
稲
合
研
『
個
調
倒
閂
拘
州
到
副
酬
個

所
書
記
官
研
修
部
に
お
け
る
研
修
及
び
養
成
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
・

一
～
八
（
略
）

に
関
す
る
事
務
の
総
云
呈
嗣
整
い
詞
劇
訓
副
畠
詞
凋
劃
引
副
例
副
劃

研
修
日
程
の
編
成
に
関
す
る
事
項

鮒
修
員
の
招
集
に
関
す
る
事
項

研
修
の
企
画
立
案
に
関
す
ス
髻
尹
項

研
修
及
び
養
成
に
必
要
な
資
料
の
収
生
呑
及
び
謝
矧
偏
個

企
画
研
修
第
三
課
は
、
総
合
研
修
所
目
規
渇
蜀
珂
「
弟

、
Ｉ
？

ｉ
第
六
条

四’ ヨ 一’二’ 養
成
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
．

所
書
記
官
研
修
部
司
叫
酬
斗
刷
咽
研
掴
矧
訓
に
お
け
る
研
修
及
び

一
～
八
（
同
上
）

（
新
設
）

1
図
書
責
則
伽
国
司
１
淵
笥
１
１
閲
謝
恩
司
倒
倒
計
劃
副
詞
劇

鮒
修
資
料
及
び
裁
判
所
職
員
総
劃
削
馴
個
調
則
訓
謝
制
引
刊

噸
修
及
び
養
成
に
必
要
な
資
料
の
収
隻
奄
ｌ
整
掴
制
飼

資
料
課
は
、
次
に
掲
げ
ス
型
争
務
る
づ
矧
醐
司
劃
刻
判

１
日
１
Ｊ

偏
及
ひ
酢
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刮
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六’ 到 四’
項’

鮒
修
日
程
の
実
施
に
関
す
る
雪
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項

蛎
修
の
結
果
の
報
当
口
胴
詞
関
す
ら
○
重
。
詞
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亭琴寵壱講料茅 事務総局会議配布資料

(平成30． 2． 20総一印）

Lf･

最高裁総一第○○○号

平成30年○月○○日

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

殿
殿
殿

殿

最高裁判所事務総長今崎幸彦

「最高裁判所事務総局等の組織について」の一部改正につい

て（通達）

平成元年3月22日付け最高裁総一第84号事務総長通達「最高裁判所事務総局

等の組織について」の一部を下記のように改正します。

記

「

別表「裁判所職員総合研修所」の項中
÷

と

」

「

に改める。

」

付記

この通達は，平成30年4月1日から実施する。

資料課 資料係

図書係

企画研修第

三課

企画調整係

研修係
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日本司法支援センター中期目標（案）

平成30年2月⑲③日

法務大臣指示

総合法律支援法（平成16年法律第74号）第40条の規定に基づき， 日本

司法支援センター（以下「支援センター」 という。 ）が達成すべき業務運営に

関する目標（以下「中期目標」 という。 ）を定める。

第1 政策体系における法人の位置付け及び役割

支援センターは，裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用

をより容易にするとともに弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の

隣接専門職者のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的

な支援（以下「総合法律支援」 という。 ）に関する事業を迅速かつ適切に

行うことを目的として，総合法律支援法に基づき，平成’8年4月に設立

された法人である。

支援センターは， 同年10月の業務開始以来， 同法に基づき，情報提供

業務，民事法律扶助業務，国選弁誰等関連業務， 司法過疎対策業務及び犯

罪被害者支援業務等を実施してきたほか，いわゆる震災特例法'に基づく東

日本大震災法律援助事業の実施， 「司法ソーシャルワーク」 2の推進など，

総合法律支援の中核を担う法人として重要な役割を果たすとともに， 国民

生活に欠かせないセーフテイネットとして機能してきたところ，今後も，

こうした役割・機能を果たし，利用者である国民等のニーズに応えていく

ことが必要である。

特に，平成30年1月24日の改正総合法律支援法3の全面施行に伴い，

認知機能が十分でない高齢者・障害者等やストーカー･DV・児童虐待の

l

）

！東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関
する法律（平成24年法律第6号） 。

2高齢者・障害者をはじめ， 自らが法的問題を抱えていることを認識する能力が十分でな
いなどの理由で自ら法的援助を求めることが期待できない者に対し，福祉機関等と連携し
て働き掛け， そうした者の法的問題を含めた総合的な問題解決を図る取組をいう。
3総合法律支援法の一部を改正する法律（平成28年法律第53号） 。
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被害者に対する新たな法的援助が追加されるなど，支援センターは，法的

援助を要する者の多様化に対応することが期待されている。

また，平成29年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方

針2017」において， 「総合法律支援など頼りがいのある司法の確保」

が掲げられたほか，平成27年9月に国連で採択された「持続可能な開発

のための2030アジェンダ」においても，全ての人々に司法への平等な

アクセスを提供することが目標とされるなど，支援センターが中核を担う

ことが期待されている総合法律支援の実施及び体制の整備は，政府として

はもとより，国際的にも，重要な施策の1つとして位置付けられている。

さらに，平成28年4月に閣議決定された「第3次犯罪被害者等基本計

画」をはじめとする政府の施策において，被害者支援の充実等が求められ

ており，支援センターは， 引き続き，犯罪被害者に対する支援に取り組ん

でいくことも期待されている。

そこで，支援センターがこうした期待される役割を十全に果たすことが

できるよう，第3期中期目標期間における業務実績についての評価結果等

も踏まえ，第4期中期目標は以下のとおりとする。

（別添）政策体系図

）

第2 中期目標の期間

支援センターの中期目標（第4期）の期間は，平成30年4月1日から

平成34年3月31日までの4年間とする。I

第3 総合法律支援の充実のための措置に関する事項

1 業務運営の基本的姿勢

支援センターは， 国民に身近で頼りがいのある司法を実現するために各

種業務を実施する法人であることに鑑み，真に国民に親しまれ頼りにされ

・ る存在となるよう， その業務運営においては，非公務員型法人であること

の利点をいかした様々な創意工夫により， 高齢者及び障害者等に対する特

別の配慮を含め，懇切・丁寧かつ迅速・適切な対応その他利用者の立場に

立った業務運営を常に心掛ける姿勢を基本とする。

支援センターが提供するサービスに関する利用者からの意見，苦情等に

ついて， 支援センターの業務運営の参考にするとともに，必要に応じて業

-7－
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務の改善等適切な対応を行う。

主に国費により支援センターの業務運営に要する経費が賄われているこ

とを踏まえ，支援センターの役職員は，常にコスト意識を持ち，納税者の

視点から，資金の投入の必要性，支出の適切性，投入資金額に見合う効果

の有無等を十分に考慮して業務運営に当たり，必要に応じ， 自発的に創意

工夫をして，効率的で効果的な業務運営を実現するための改善をしていく

ものとする。

2 組織の基礁整備等

(1) 支援センターの職員

ア職員（常勤弁護士を除く。以下本項目において同じ。 ）の配置及び

能力の向上

職員の配置は，総合法律支援の実施及び体制の整備の重要性を踏ま

えつつ，業務量の変動について的確に把握・分析し，業務量に応じた

適正かつ効率的なものとする。

職員の能力の向上のため， 多様な経験を積むことができる人事配置

等を行う。また，改正総合法律支援法に基づく新たな法的援助を含め，

支援センターの多様な取組に適切に対応できるよう，視聴覚教材の配

付等も活用しつつ，職員に対する研修を適切に実施する。

）

イ常勤弁護士の採用，配置及び資質の向上

常勤弁護士の採用に当たっては， 支援センターの業務の円滑で効率

的な運営に適応でき，総合法律支援の取組に意欲的で，国民の期待に

応えることのできる人材の確保を図る。

常勤弁護士については，改正総合法律支援法に基づく新たな法的援

助を含め，支援センターの主要業務である民事法律扶助業務及び国選

弁護等関連業務等を適切に運用するためのセーフティネットとして

の役割を担っていることなどを踏まえ，総合法律支援の適切な実施が

遂行できる体制となるよう，各地域における法的ニーズや事務所ごと

の業務量を把握・分析し，配置人数の適正化を図るとともに，常勤弁

護士が事件を受任したことで生じた財政的な効果の把握を行い，常勤

弁護士が担う各種業務の効率的な実施体制を構築する。 また，地元弁

1
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護士会との協議を実施するなどし，常勤弁護士の活動に対する理解を

求めつつ，常勤弁護士を配置できていない地方事務所への配置に向け

た取組を促進する。

改正総合法律支援法に基づく新たな法的援助への対応を含め，常勤

弁護士が各種法律事務を適切に取り扱えるよう，研修等の実施により

常勤弁護士の資質の向上に努めるとともに，支援センターの中核とな

って職務を行う人材の育成を図る°

【指標】

・常勤弁護士1人当たりの事件処理件数について，前年度比で3パ

ーセント以上増加させる。

）

【難易度：高】

常勤弁護士の配置については，各地域の法的ニーズや事務所ごと

の業務量を把握・分析した上で地元弁護士会等の関係機関・団体と

の協議を経る必要があるなど，外部的・他律的要因の影響を受けざ

るを得ないことから，難易度は高い。

一般契約弁護士・司法書士の確保

改正総合法律支援法に基づく新たな法的援助の実施や刑事訴訟法の

(2)

改正に伴う被疑者国選弁護の対象事件の拡大への適切な対応を含め，民

事法律扶助業務及び国選弁護等関連業務等について全国的に均質な業

務の効率的な遂行を実現するため，弁護士会及び司法書士会と連携し，

各地域における法的ニーズへの対応に必要な一般契約弁護士・司法書士

の人数の確保に努めるとともに， 一般契約弁護士・司法書士が提供する

サービスの質の向上を図る。

1

(3) 事務所の存置等

事務所については， あまねく全国において法による紛争解決に必要な

サービス等の提供が受けられる社会の実現を目指す総合法律支援法の

基本理念を踏まえつつ，存置・移設・設置の必要性について不断の検討

を行うとともに，特に， 出張所・扶助国選対応地域事務所・司法過疎地
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域事務所については，以下の見直しを進める。なお， 司法過疎地域事務

所の設置に際しては， 引き続き，設置基準を設定した上で，具体的な検

討過程を明らかにする。

ア地方事務所と地理的に近接する出張所については，地方事務所との

統合を含め，組織運営を合理化する方向での見直しを進める。

また，東日本大震災の被災地に設置している臨時出張所について

は，政府が定める復興・創生期間の終了時期等を踏まえた見直しを進

める。

イ扶助・国選対応地域事務所については， 当該地域における一般契約

弁護士の増加状況， 一般契約弁護士による民事法律扶助・国選弁護等

関連事件の受任状況，維持コスト等を踏まえつつ，組織の在り方の見

直しを進める。

ウ常勤弁護士を除く登録弁護士数が大きく増加した地域にある司法

過疎地域事務所については， 司法過疎地域事務所の設置趣旨に鑑み

て，統廃合を含めた見直しを進める。

）

【重要度：高】

効率的で効果的な業務運営を実現するためには，事務所の存置等の

必要性について不断の検討を行うとともに，必要な見直しを進めるこ

とが重要であることから，重要度は高い。

ｉ
Ｊ

【難易度：高】

事務所の存置の見直しについては， 多様な要素を調査・分析した上

で， それらを総合考慮する必要があり， また， 当該地域の住民や地方

公共団体，弁護士会等の関係機関等との間の調整にも多大な時間・労

力を必要とするなど， 目標の達成には多くの困難が伴うことから，難

易度は高い。

関係機関等との連携強化

改正総合法律支援法に基づく新たな法的援助の実施や刑事訴訟法の改正

3

に伴う被疑者国選弁護の対象事件の拡大への適切な対応を含め，支援セン

ターの業務運営に当たっては，地方公共団体，福祉機関・団体，警察，弁
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護士会， 司法書士会等の関係機関・団体と極めて密接な連携が必要である

ことに鑑み， 関係機関連絡協議会及び地方協議会の開催等により，関係機

関等との連携強化を図る°

【指標】

・各地方事務所において地方協議会を毎年度開催する。

・地方公共団体，福祉機関・団体への業務説明を年度計画で定めた回数

実施する。

第4提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

1 情報提供業務

(1) 適切な情報提供の実施

利用者やニーズの多様化に対応するため，多様な方法での情報提供を

実施するとともに, FAQ及び関係機関情報の充実を図る°

情報提供担当者に対する研修等の実施により，質の高いサービスの維

持・向上に努めるとともに，民事法律扶助をはじめ，利用者に最適な支

援への確実かつ円滑な橋渡しを行う。

また，地方事務所（支部・出張所を含む。 ）における情報提供の在り

方について， コールセンターとの役割分担や関係機関との連携方法を踏

まえた検討を行い，利用者のニーズや各地の実情等に応じた情報提供を

適切に実施する。

ｌ
１
Ｊ

【指標】

・利用者満足度調査において， 5段階評価で平均4以上の評価を維持

する。

(2) 法教育事業

法教育関連事業を行う法務省その他の関係機関・団体との適切な役割

分担を踏まえつつ，支援センターとして取り組むべき法教育事業の内容

及び目標を具体的に定めた上で，法教育事業の充実を図る。

【指標】
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･一般市民向け法教育企画について，年度計画で定めた回数実施する。

・一般市民向け法教育企画への参加人数を前年度同水準とする。 ‘

2 民事法律扶助業務

福祉機関等との連携を強化し，改正総合法律支援法に基づく認知機能が

十分でない高齢者・障害者等に対する新たな法的援助を適切に実施すると

ともに，全国的な取組として司法ソーシャルワークを推進し， 高齢者・障

害者をはじめ， 自ら法的援助を求めることが期待できない者に対する適切

な援助を行う。

また， より身近で利用しやすいものとなるよう，利用者の立場に立った

運用を検討・実施する。なお， これらの実施に当たっては， 司法修習を修

了した者による社会還元を含む弁護士による公益活動との連携をも図るも

のとする。

）

【指標】

・福祉機関等との連携を契機とした法律相談援助件数について， 中期目

標期間を通じて増加させる。

【重要度：高】

改正総合法律支援法により新たに追加された特定援助対象者法律相

談援助及び司法ソーシャノレワークは， 関係機関との連携の下，法的問題

を抱えているが法的サービスを自発的に求めることが期待できない高

齢者・障害者等を対象に実施するものであり，超高齢社会の到来を迎え

ることを踏まえると，重要度は高い。

3 国選弁護等関連業務

刑事訴訟法の改正に伴い被疑者国選弁護事件が大幅に増加することも踏

まえ，各地方事務所・支部において，裁判所，検察庁，警察及び弁護士会

との間での協議を定期的に行うなどして， 常勤弁護士の活用も図りつつ，

迅速かつ確実に国選弁護人等の選任等が行われる態勢の確保を図る。

裁判所等からの国選弁護人等候補者指名通知請求を受けてから裁判所等

に候補を通知するまでの時間について具体的な目標を設定し，迅速かつ適
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切な指名通知を行う。

また，弁護士会と連携の上，裁判所の協力を得るなどして，本部及び各

地方事務所において,刑事弁護等に関する知識経験の蓄積を行うとともに，

刑事弁護に関する各種の協議や研修の実施に努め， 国選弁護等サービスの

質の向上を図る。

【指標】

・被疑者国選弁護事件における24時間以内の指名通知の割合を前年度

同水準とする。

）
4 司法過疎対策業務

司法過疎地域事務所を設置していない地域における司法過疎対策につい

て， 関係機関等との連携を含め，効率的で効果的な方策を検討し， その実

施を図る。

5 犯罪被害者支援業務

(1) 適切な支援・援助の実施

第3次犯罪被害者等基本計画をはじめ，政府として取り組む犯罪被害

者支援施策に適切に対応すべく， 支援センターにおける対応事例の分

析，犯罪被害者等のニーズのくみ上げ等を行うとともに， これを踏まえ

た業務の改善，職員への周知等を実施し，犯罪被害者支援に携わる職員

の能力向上を含めた適切な支援体制を整備する。

弁護士会，警察等の関係機関等と連携し，改正総合法律支援法に基づ

くストーカー・DV･児童虐待の被害者に対する新たな法律相談援助を

はじめ，犯罪被害者等のニーズに応じた適切な援助を実施する。

各地方事務所において， 当該地域におけるニーズを踏まえつつ，犯罪

被害者支援に精通している弁護士を適切に紹介できる態勢を整備する。

【指標】

・精通弁護士数を前年度以上とする。

・全地方事務所において，女性の精通弁護士を複数名確保する。
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【重要度：高】

改正総合法律支援法により新たな法律相談援助が追加されたほか，

第3次犯罪被害者等基本計画をはじめ，犯罪被害者支援業務等を行う

支援センターに期待される役割は増しており，重要度は高い。

(2) 被害者参加旅費等支給業務の適切な実施

被害者参加旅費等支給業務について，裁判所との連携を図りながら，

迅速かつ適切にその業務を遂行するよう努める。

【指標】 ．

・ 2週間以内の支給割合を前年度同水準とする。

）

第5 業務運営の効率化に関する事項

1 一般管理費及び事業費の効率化

役職員の報酬及び給与について， 引き続き，国家公務員に準じた給与体

系の維持，柔軟な雇用形態の活用等による合理化・効率化を行う。

一般管理費及び事業費について，無駄を排除するとともに，調達方法の

合理化を図り，全体として効率化に努める。

【指標】

・運営費交付金について，一般管理費（新規・拡充分，人件費及び公租

公課を除く。 ）を前年度比で3パーセント以上削減する。

・運営費交付金について，事業費（新規・拡充分， 立替金債権管理事務

処理費以外の民事法律扶助等事業経費を除く。 ）を前年度比で1パー

センl､以上削減する。

【重要度：高】

支援センターは， 主に国費によりその業務を運営する法人であること

から， 可能な限りの効率化を反映させた業務運営体制の整備を進める必

要があるところ，本項目は，効率化に関する項目の中でも，特に客観的

かつ定量的なものであり，重要度は高い。
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2 事業の効率化

(1) 情報提供業務（犯罪被害者支援業務の一部を含む。 ）

コールセンターの運営に当たっては，必要なサービス内容や一定の応

答率を維持しつつ，効率的で効果的な運営を行う。

【指標】

・応答率について， 中期計画で定めた水準を維持する。

・ 1コール当たりの運営経費について， 中期目標期間を通じて削減す

る。

）
(2) 民事法律扶助業務

審査の適正を確保しつつ，書面審査及び単独審査を活用するなどし，

事務手続の合理化を図る°

(3) 国選弁護等関連業務

国選弁護人等の報酬算定に対する不服申立てへの対応について，本部

及び地方事務所の役割を明確にした上で，事務を適切に分担し，事務手

続の合理化を図る。

第6 財務内容の改善に関する事項

1 自己収入の獲得等

寄附金の受入れや有償事件の受任等により， 自己収入の獲得・確保に努

める。

また， 支援センターの業務の実施に当たっては，国と地方の役割分担の

観点を踏まえつつ，地方公共団体その他関係機関・団体からの財政的支援

の獲得6維持に努める。

1

【難易度：高】

寄附金収入については，市民の社会的関心や社会情勢が大きく影響す

ること， 司法過疎地域事務所における有償事件の受任等による収入につ

いては， 当該地域の景気動向が大きく影響し，かつ，総合法律支援法上，

当該地域の一般の弁護士との関係では補完性が求められることから， い

- IO-



ずれも支援センターの取組のみでその収入を増加させることが非常に

困難であるため，難易度は高い。

2 民事法律扶助における立替金債権の管理・回収等

引き続き，悪質な償還滞納者への対応を含め，被援助者の属性・滞納理

由等に応じた効率的かつ効果的な立替金債権の管理・回収（免除等による

償却処理を含む。 ）を実施する。なお，免除の決定に当たっては，他の被

援助者との公平性及び相互扶助の観点から，対象者が生活保護受給者では

ない場合にはこれに準ずる程度の資力であるかなど，免除要件の該当性に

ついて慎重に判断する。

回収見込みのある債権については，具体的な目標を設定した上で， 高い

償還率の維持に努める。

また，発生年度ごとの立替金債権の管理・回収状況や立替金債権の償還

総額等に関するデータを業務実績報告書で開示する。

）

【指標】

・償還率（ 「当該年度末までの償還予定額」に占める 「当該年度末まで

の償還金額」の割合）について， 中期目標期間の最終年度において9

0パーセント以上を目指す。

・償還滞納率（ 「当該年度末時点の償還残額」に占める「当該年度末時

点の償還滞納額」の割合）について，前年度以下とする。
I

【重要度：高】

償還金収入は， 国費を除けば支援センターの収入の大半を占め，業務

運営の重要な財政的基礎となっている上，業務運営の自主性・自律性を

高めるためにも， 立替金債権を適切に管理し，償還金収入を確保するこ

とは極めて重要であることから， 重要度は高い。

【難易度：高】

立替金債権の回収については， 資力の乏しい利用者からの返済という

困難性が制度的に内在することから，難易度は高い。
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3 財務内容の公表

財務内容の一層の透明性を確保する観点から， セグメント情報等の決算

情報の公表の充実を図る。

第7 その他業務運営に関する重要事項

1 業務運営の体制維持

利用者のニーズに機動的かつ柔軟に対応し， かつ，効率的で効果的な業

務運営のために必要な人的・物的体制の維持を図る。

2 内部統制の確実な実施

(1) ガバナンスの強化

利用者に全国的に均質な法的サービスを提供すべ<，本部が決定した

業務に関する方針を迅速かつ的確に実施できる態勢の充実．強化を図る

とともに，理事長のリーダーシップにより，組織運営及びガバナンスの

更なる適正化に向けたPDCAサイクルを機能させる。

ノ

(2) 監査の充実及びコンブライアンスの強化

国費の支出を含む業務運営の適正を確保するため，監査の充実を図る

とともに，職員に対する法令・規程等の周知を徹底し， コンブライアン

スの一層の推進を図る。

１
ノ

3 情報セキュリティ対策

支援センターが取り扱う情報の機密性に鑑み，政府のサイバーセキュリ

ティ戦略本部の方針に準じたセキュリティ対策を実施する。

【重要度：高】

支援センターが取り扱う個人情報は，法的紛争に関係する極めて機密

性が高い情報が多く，外部へ流失した場合には重大な影響が生じるおそ

れがあり，情報セキュリティ対策の必要性が特に強く求められることか

ら，重要度は高い。

4 業務内容の周知を図る取組の充実
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支援センターが提供する法的サービスを必要とする者が支援センターの

業務内容を認知できるよう，地方公共団体等との連携を図りつつ，様々な

媒体を活用し，効率的で効果的な方法により，業務内容の周知を図る。

【指標】

・認知度調査における業務認知者の割合について， 中期目標期間を通じ

て増加させる。

・ホームページの年間ページビュー数を第3期中期目標期間中の年間平

均以上とする。

）
【重要度：高】

支援センターの提供する情報や法的サービスが，それを必要とする国

民等に利用されるためには，支援センターの業務内容が認知されること

が前提となることから，重要度は高い。

5 報酬・費用の立替・算定基準

民事法律扶助業務に係る報酬及び費用の立替基準並びに国選弁護人等に

支払う報酬及び費用の算定基準について， 多角的視点から検討を行い， そ

の結果の適切な反映を図る°
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日本司法支援センター政策体系図
－－－－－

つ

背景 ●司法制度改革審議会意見書(平成13.6.12）
●司法制度改革推進計画(平成14.3.19閣議決定）
○民事法律扶助の拡充

○司法の利用相談窓口(アクセス･ポイント)の充実と
ﾈｯﾄﾜｰｸ化の推進による司法に関する総合的な
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○被疑者･被告人の公的弁護制度の整備
（公正中立な運営主体を設けて公的資金を導入)等

●総合法律支援法成立(平成16.6.2公布）
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日本司法支援センターの第3期中期目標期間終了時における
組織及び業務の全般にわたる検討結果並びに講ずる措置

第1 基本的な考え方

日本司法支援センター（以下「支援センター」 という。 ）は，裁判
その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にする
とともに，弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専
門職者のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的
な支援（以下「総合法律支援」 という。 ）に関する事業を迅速かつ適
切に行うことを目的とする法人として，総合法律支援法'に基づき，平
成18年4月10日に設立され， 同年10月2日から業務を開始し
た。

支援センターは， 同法に基づき，①法による紛争解決に役立つ法制
度や相談窓口等に関する情報を提供する情報提供業務，②資力の乏し
い国民等に対し無料法律相談や弁護士費用等の立替え等を行う民事
法律扶助業務，③国選弁護人等の指名通知や国選弁護人等に対する報
酬等の支払等を行う国選弁護等関連業務，④弁護士等がいないなどの
事情により弁護士等への依頼が困難な地域において常勤弁護士等に
法律事務を取り扱わせる司法過疎対策業務及び⑤国選被害者参加弁
護士の指名通知等，被害者参加旅費等の支給，犯罪被害者等に対し総
合的な情報提供や犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介
を行う犯罪被害者支援業務を行っている。 ､

また，支援センターでは，高齢者・障害者を始め， 自らが法的問題
を抱えていることを認識する能力が十分でないなどの理由で自ら法
的援助を求めることが期待できない者に対し，福祉機関等と連携して
積極的に働きかけ，そうした者の法的問題を含めた総合的な問題解決
を図る取組（この取組を「司法ソーシャルワーク」 という。 ）を推進
しているほか，いわゆる震災特例法2に基づ,<東日本大震災法律援助や
平成28年7月1日に－部施行された改正総合法律支援法3に基づき
熊本地震の被災者に対し無料法律相談を実施するなど，被災者支援も
行ってきた。

これら支援センターの業務は，憲法で保障されている裁判を受ける

1 「総合法律支援法」 （平成16年法律第74号） （同年6月2日公布）
2 「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特
例に関する法律」 （平成24年法律第6号） （|司年3月29日公布）
3 「総合法律支援法の一部を改正する法律」 （平成28年法律第53号） （同年6月
3日公布）
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権利や刑事被告人の国選弁護人選任権等を実現するために不可欠で
あり， また，国民生活に欠かせないセーフティーネットとして機能し
ており，極めて公共性が高く重要である。

また，今後，支援センターは，改正総合法律支援法（平成30年6
月までに施行予定）に基づき，認知機能が十分でない高齢者・障害者
やストーカー等の被害者に対する新たな法的援助を実施することや，
刑事訴訟法の改正4 （同月までに施行予定）に伴う被疑者国選弁護の対
象事件の拡大に適切に対応することが求められている。
そして，政府として特に重点的に取り組むべき経済施策である「経
済財政運営と改革の基本方針2017」 （平成29年6月9日閣議決
定）において， ｢総合法律支援など頼りがいのある司法の確保」が掲
げられているほか，平成27年9月に国連で採択された「持続可能な
開発のための2030アジェンダ」において，全ての人々に司法への
平等なアクセスを提供することが目標とされるなど，総合法律支援の
実施及び体制の整備は，政府としてはもとより， 国際的にも，重要な
施策の1つとして位置付けられており， その中核を担う支援センター
には， その業務の充実をより図ることが期待されている。

また， 「第3次犯罪被害者等基本計画」 （平成28年4月1日閣議
決定）において，被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する相談体
制の充実等が新たに追加されるなど5,犯罪被害者支援業務等を行う支
援センターに期待される役割は増している。

他方，支援センターは， その業務が憲法上保障されている権利の実
現に不可欠で司法に密接に関連するという点で一般の独立行政法人．
とは異なるものの，独立行政法人通則法準用法人であり， 国費により
その業務を行っている。

そこで，支援センターの組織及び業務については，総合法律支援を
的確に実施すべく，業務の質の維持・向上を図るとともに，効率的で
効果的な業務運営を確保するため，以下のとおり見直しを行う。

）

1

第2 事務及び事業の見直し

支援センターは，総合法律支援の実施及び体制の整備の中核を担っ

4 「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」 （平成28年法律第54号） （同年6月3
日公布）

5関連する政府の基本計画等として, I第4次男女共同参画基本計画」 （平成27年
12月25日閣議決定)，直近では「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題･ ｢JK
ビジネス」問題等に関する今後の対策」 （平成29年5月1 9日関係府省対策会議
決定）等があり， いずれにおいても，被害者支援の充実が求められている．
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ており，その重要性に鑑みると，現状の体制を維持する必要があるが，

業務の質の維持・向上及び効率化を図る観点から，以下の見直しを行
う。

1 情報提供業務

（1） コールセンターの運営に当たっては，質の高いサービスの維持．

向上に努めつつ，運営経費や利用者満足度を意識した効率的で効果
的な運営を行う。

（2） 利用者のニーズや各地の実情等に応じた情報提供を適切に実施
するため，地方事務所（支部・出張所を含む。 ）における情報提供

の在り方について，コールセンターとの役割分担や関係機関との連
携方法を踏まえた検討を行う。

2 民事法律扶助業務

（1） 改正総合法律支援法に基づく認知機能が十分でない高齢者・障害
者に対する新たな法的援助を適切に実施するため，福祉機関等との
連携強化を図る。

また，全国的な取組として司法ソーシャルワークを更に推進し，
高齢者・障害者を始め， 自ら法的援助を求めることが期待できない
者に対する援助の充実を図る。

（2） 立替金等債権について， 引き続き，効率的で効果的な管理・回収

（免除等による償却処理を含む。 ）を実施するとともに，回収見込

みのある債権については，具体的な目標を設定した上で，高い償還

率（ 「当該年度末までの償還予定額」に占める「当該年度末までの
償還金額」の割合）の維持に努める。

（3） 民事法律扶助業務に係る報酬及び費用の立替基準について，多角
的視点から検討を行い， その結果の適切な反映を図る。
3 国選弁護等関連業務

（1） 刑事訴訟法の改正に伴う被疑者国選弁護の対象事件の拡大に適
切に対応できるよう，契約弁護士の確保に努めるとともに，迅速か

つ適切な選任態勢の確保及び関係機関との連携強化を図る°

（2） 国選弁護人等に支払う報酬及び費用の算定基準について，多角的
視点から検討を行い， その結果の適切な反映を図る°
4 司法過疎対策業務

（1） 司法過疎地域事務所を設置していない地域における司法過疎対

策に関し，効率的で効果的な方策を検討し，その実施を図る。なお，

司法過疎地域事務所の設置に際しては， 引き続き，設置基準を設定

した上で，設置に係る具体的な検討体制や意思決定プロセスを明確

、
ノ
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にし，その検討過程を明らかにする。

（2） 司法過疎地域事務所ごとの業務量を把握・分析し，存置の必要性
や常勤弁護士の配置人数について不断の検討を行い，その結果の適
切な反映を図る。

5 犯罪被害者支援業務

（'） 改正総合法律支援法に基づき，新たにストーカー･DV･児童虐
待の被害者に対する法律相談援助を実施することも踏まえ，警察等
の関係機関との連携を更に強化するともに，適切な援助を実施する
ため，担い手となる契約弁護士の確保に努める。

(2) 第3次犯罪被害者等基本計画を始め，政府として取り組む犯罪被
害者支援施策に適切に対応できるよう，職員の能力向上を含めた支
援体制の充実を図る。

、
ノ

第3 組織の見直し

1 職員の配置

既存業務及び新規業務の追加による業務量の変動について的確に
把握・分析し，職員の適正な配置を行う。
2 事務所の存置等

事務所（支部・出張所等）については，取扱件数のほか，利用者の
利便性等も踏まえつつ，存置・移設の必要性について不断の検討を行
い，必要な見直しを行う。

第4 その他（業務全般に関する見直し）

1 業務運営体制の整備

（1） 内部統制の確実な実施

利用者に全国的に均一な法的サービスを提供できるよう，本部が
決定した業務に関する方針を迅速かつ的確に実施できる態勢を充
実・強化するとともに，監査の充実，職員に対する法令・規程等の
周知の徹底によるコンブライアンスの一層の推進を図る。
また，理事長のリーダーシップにより，組織運営及びガバナンス

の更なる適正化に向けたPDCAサイクルを機能させる。
’2） 情報セキュリティ対策の確実な実施

取り扱う情報の機密性に鑑み，政府のサイバーセキュリティ戦略
本部の方針に準じたセキュリティ対策を実施する。

（3） 職員に対する研修の充実

′ 改正総合法律支援法に基づく新たな法的援助を適切に実施するた

Ｉ
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め， これらの援助の対応に当たる職員に対する研修の充実を図る。
2財務内容の改善

前記第2 ． 2(2)のとおり，高い償還率の維持に努めるほか，寄附金
等の自己収入の確保に努める。

3 ．その他

支援センターが提供する法的サービスを必要とする者が支援セン
ターの業務内容を認知できるよう，様々な媒体を活用しながら，効率
的で効果的な方法により，業務内容の周知を図る。

’

〉

’

｜

I

’
） ｜

I

’
I

I
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浮聲驍議料享も

(平成30． 2． 20）

日本司法支援センター国選弁護人の事務に関する契約約款等の変更の認可について

配布資料目録

1 法務大臣からの国選弁護人の事務に関する契約約款等の変更の認可に係る求

意見書（平成30年1月26日付け法務省司司第10号。ただし，別紙認可申請

の添付資料（別添1 「国選弁護人の事務に関する契約約款改正案」 「国選弁護人

の事務に関する契約約款新旧対照表」 ，別添2 「国選付添人の事務に関する契約

約款改正案」 「国選付添人の事務に関する契約約款新旧対照表」及び別添3 「国

選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款改正案」 「国選被害者参加弁護士の

事務に関する契約約款新旧対照表」 ）は省略した。 ）

2最高裁判所長官から法務大臣あての回答書（平成3Q年2月5日付け最高裁総

一第142号）

ノ
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法務大臣上川

国選弁護人の事務に関する契約約款等の変更の認可について（求意見）

標記について， 日本司法支援センター理事長から総合法律支援法（平成16

年法律第74号）第36条第1項の規定に基づき別紙のとおり認可申請があっ

たところ， これを認可したいので，同法第36条第4項の規定に基づき意見を
求めます。
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司支総第177号

平成29年12月22日

法務大臣上川陽子殿

日本司法支援センター

理事長宮崎
一

三
ロ

１
－
－

国選弁護人の事務に関する契約約款等の変更について（認可申請）

総合法律支援法（平成16年法律第74号）第36条第1項の規定に基づ
き、 日本司法支援センターの国選弁護人の事務に関する契約約款、国選付添
人の事務に関する契約約款及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約
款を、別添1から別添3のとおり変更したいので、認可を申請します。

【添付資料】

別添1 国選弁護人の事務に関する契約約款改正案

国選弁護人の事務に関する契約約款新旧対照表

別添2 国選付添人の事務に関する契約約款改正案

国選付添人の事務に関する契約約款新旧対照表

別添3 国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款改正案
国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款新旧対照表
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最高裁総一第142号

平成30年2月5日

法務大臣上川陽子殿

最高裁判所長官大谷直

国選弁護人の事務に関する契約約款等の変更の認可に

（1月26日付け法務省司司第10号に対する回答）

標記の国選弁護人の事務に関する契約約款等の変更の認可について，意見はあり
ません．
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【総局会議配布資料】

裁判官の配置

(下線部分変更箇所）

第一小法廷

裁判

裁判

裁判

裁判

裁判

第二小法廷

裁判

裁判

裁判

裁判

裁判

池 上 政

小 池

木 澤 克

山 口

深 山 卓

官
官
官
官
官

幸
裕
之
厚
也
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博
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丸
本
野
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楠
一
一
一

第三小法廷

裁判

裁判

裁判

裁判

裁判

岡 部 喜代子

山 崎 敏 充

戸 倉 三 郎

林 景 一

宮 崎 裕 子

官
官
官
官
官
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【総局会議配布資料】

平成30年における最高裁判所第二小法廷に対する裁判事務

の分配について

平成30年における最高裁判所第二小法廷に対する事件分配の比率を，三浦守裁

判官就任の日から1箇月の間， 2減ずる。
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茅？事務総局会議資料
（ユ月ンo日開催）

（平成30． 2． 20民二印）

民事調停委員司法委員等に関する研修会・研究会の開催について

1 主催 各地方裁判所

2期日 以下の各期日において，各地方裁判所の定める日

①につき，平成30年4月から同年7月までの間の2日及び必

要がある場合には更に同年10月から同年12月までの間の2

日

②につき，平成30年6月から平成31年3月までの間の1日

③から⑥までにつき，平成30年6月から平成31年3月まで

の間の1日～2日

⑦につき，平成31年1月から同年3月までの間の0． 5日

3場所 各地方裁判所の本庁，支部又は管内の簡易裁判所

4研修会・研究会の名称等

）

番号 名称 研修事項・研究事項 出席者

① 新任民事調停

委員研修会

(1) 調停制度のあらまし

(2)調停委員の基本的な役割と心構え，

服務規律

(3) 利用者のニーズに応える調停運営

の在り方

(4) 民事調停事件の処理につき必要な

基礎知識

各地方裁判所又は管内の各簡

易裁判所の新任の民事調停委

員及びこれに準ずる者

② 新任民事調停

委員ケース研

究会

基本的な事例を題材とした模擬調停(事

前評議,事実認定及びこれに基づく解決

案の策定の各実践）

新任民事調停委員研修会に参

加した,各地方裁判所又は管内

の各簡易裁判所の新任の民事

調停委員及びこれに準ずる者
↑

③ 民事調停委員

研究会

(1) 民事調停委員としての基本姿勢

(2)利用者のニーズに応える調停運営

実現のために，民事調停委員に求めら

れる役割

(31 民事調停事件の処理に必要な応用

的知識

各地方裁判所又は管内の各簡

易裁判所の民事調停委員で,任

命後，実務を二，三年程度経験

した者

各地方裁判所の定める人数

④ 民事調停委員

ケース研究会

応用的な事例を題材とした模擬調停（事

前評議， 当事者からの事情聴取，事実認

定及びこれに基づく解決案の策定の各

各地方裁判所又は管内の各簡

易裁判所の民事調停委員

(既に民事調停委員研究会への



）

１
Ｊ

実践） 参加経験のある者を主に対象）

各地方裁判所の定める人数

⑤ 司法委員研究
今
云

(1) 一般市民間の民事訴訟事件の処理

に関する諸問題

(2) 交通損害賠償事件の処理に関する

諸問題

(3) 司法委員と裁判官の連携の在り方

各地方裁判所の司法委員候補

者で，選任後，実務を1年以上

経験した者

各地方裁判所の定める人数

⑥ 簡易裁判所民

事実務研究会

(1) 事実認定，解決案（和解案）の策定，

当事者の説得調整， これらの前提とな

る裁判官との充実した評議に関する

諸問題

(2) 簡易裁判所の紛争解決機能を高め

るための庁としての取組及びその課

題

・ 研究会開催地にある簡易裁

判所の民事事件担当の裁判

官及び裁判所書記官

各地方裁判所の定める人数

・ 各地方裁判所の司法委員候

補者及び管内の各簡易裁判

所の民事調停委員

各地方裁判所の定める人数

⑦ 新任司法委員

研修会

(1) 司法委員制度のあらまし

(2) 司法委員としての役割と心構え，服

務規律

(31 司法委員として必要な民事訴訟事

件の基礎知識

各地方裁判所において,平成3

1年1月1日付けで新たに選

任された司法委員候補者及び

これに準ずる者
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鑑定委員協議会の開催について

主催 東京，大阪各地方裁判所

期日 平成30年6月から同年12月までの間の1日

場所 主催の各地方裁判所

協議事項借地非訟事件の処理に関し考慮すべき事項

協議員 主催の各地方裁判所の鑑定委員候補者各地方裁判所の定める人数
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雷騨毒議料峯' ’

（平成30． 2． 20家二印）

家事調停委員，参与員等に関する研修会・研究会の開催について

1 主催 各家庭裁判所

2 期日 以下の各期日において，各家庭裁判所の定める日

①につき，平成30年4月から同年7月までの間の1日～2日

及び必要がある場合には更に同年10月から同年12月までの

間の1日～2日

②から⑤までにつき，平成30年6月から平成31年3月まで

の間の1日～2日

⑥につき，平成31年1月から同年3月までの間の1日～2日

3 場所 各家庭裁判所の本庁又は支部

4 研修会・研究会の名称等

）

研修事項・研究事項 出席者

① ｜贄幕震調停雲
(1)調停制度のあらまし

(2) 調停委員の役割と心構え，服務
規律

(3) 家事調停事件の処理につき必要
な基礎的知識

(4) 当事者対応における基本的留意
事項

(5) 家事調停の運営における職種間
連携の在り方

(6) その他家事調停事件の円滑な運
営のために家事調停委員が留意す
べき事項

各家庭裁判所の新任の家事調
停委員及びこれに準ずる者

ノ

② 家事調停委員研
究会

(1) 家事調停を取り巻く状況と手続
運営上の留意点

(2) 家事調停と人事訴訟の連携の在
り方

(3) 子の監護に関する処分事件の処
理に関する諸問題

(4) 遺産分割事件及び寄与分事件の
処理に関する諸問題

{51 当事者対応における留意事項
(61 その他困難な家事調停事件の処
理に関する諸問題

各家庭裁判所の家事調停委員
（主に在任期間が二，三年の者
を対象）

各家庭裁判所の定める人数

家事調停委員ケ
ース研究会

(1)夫婦関係調整に関する事例

(2) 子の監護養育に関する事例
各家庭裁判所の家事調停委員
(既に家事調停委員研究会への

1



、

(3)婚姻費用分担に関する事例
(4) 遺産分割及び寄与分に関する事
例

(5) その他複雑困難な事例

参加経験のある者など，経験豊
富な者を対象）

各家庭裁判所の定める人数

④ 参与員研究会 (1) 人事訴訟事件の処理に関する諸
問題

(2) 家事審判事件の処理に関する諸
問題

各家庭裁判所の参与員候補者
（主に一定の経験を積んだ者を
対象）

各家庭裁判所の定める人数
⑤ 家庭裁判所家事
実務研究会

(1

(2

(3

(

）

⑥ 新任参与員研修
会

l) 参与員制度のあらまし

(2) 参与員としての役割及び心構え
(3) 参与員として必要な家事事件手
続法及び人事訴訟法の基礎知識

各家庭裁判所において，平成
31年1月1日付けで新たに選
任された参与員候補者及びこれ
に準ずる者

』
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